
 

 

 

 

公共事業労務費調査のポイント 
（令和６年度１０月調査対応版） 

 

 
ご注意！ 

 この資料は、特に質問の多い「労働時間」の考え方と「職種」の

考え方について、参考としてポイントを説明するものであり、調査

にご協力される皆様におかれては、まず、「令和 6 年 10月 公共

事業労務費調査連絡協議会『公共事業労務費調査の手引き』」をご

覧いただきますようお願いします。 

 
 ※次ページ以降の□囲み部分は重要事項になります 

 

 
一般社団法人 熊本県建設業協会 

労務対策委員会 
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はじめに 

毎年、１０月に実施される公共事業労務費調査は、翌年度の公共工事設計労

務単価を設定するための基礎資料となる調査です。より正確な賃金実態を回

答することで、適切な公共工事設計労務単価に繋がりますので、回答の際に分

かりづらい「労働時間」「職種」の２点について、ポイントを説明いたします。 

 

１．現況調査時の対応について（職種の認識）          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現況調査時に発注者の監督員が記載した「現況調査票」の職種と、受注者が

後日回答する「労務費調査票」の職種の認識に違いがあると発注者の監督員へ

その違いについて説明をする必要があります。 

職種の認識を現況調査時に協議しておくことで、後日回答する「労務費調査

票」の職種について、発注者からの問い合わせはなくなると思われます。 

※職種の考え方は５ページをご参照ください。 

ポイント：現況調査当日は、現場で働かれている方の職種を把握し正確な

説明ができる方が対応しましょう。 

出典：公共事業労務費

調査の手引きＰ5 
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２．労働時間の考え方                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：公共事業労務費

調査の手引きＰ49 

ポイント：労務費調査票には実際の労働時間を記入しましょう。 

赤色の枠で囲んだ部分は実際の労働

時間をご記入ください。 
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３．職種の分類の考え方                    

 

 

 

 

 

例）企業で使用している名称が普通作業員だとしても、作業

内容で「普通作業員」なのか「軽作業員」なのか判断して、

職種の分類を行いましょう。 

ポイント：労務費調査票には実際に現場に入られている方の職種を記入 

しましょう。発注者の監督員には、現場で働かれている方の 

職種を正確に説明しましょう。 

こちらに記載があるように、職種の分類は調査結果に大

きく影響する項目ですので、慎重に判断した上で、労務費

調査票に記入しましょう。 

出典：公共事業労務費

調査の手引きＰ24 
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出典：公共事業労務費

調査の手引きＰ25 

ある一般技能労働者について、その人の技量を計る目は、見る人によって違います。受注者と

しては一般技能労働者と考えていても、発注者の監督員からは世話役に見えるかもしれません。 

複数の職種を兼務する多能工の場合は、原則として本来の技能や調査対象工事に

おいて主に従事したと認められる作業内容に基づき、職種を分類してください。

（公共事業労務費調査ＦＡＱ No.４５抜粋） 



7 

 

事例                             
 よく間違いやすい部分を事例を使って紹介します。 
 

事例① 特殊作業員と普通作業員のちがい 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ポイント 

軽機械を運転する人は、運転免許を取得して何十年も運転しているベテラ

ン（上記０1の文中：相当程度の技能および高度の肉体的条件を有し）から運

出典：公共事業労務費

調査の手引きＰ90 

出典：公共事業労務費

調査の手引きＰ76 
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転免許を取得したばかりの初任者までいるため、全員が特殊作業員の作業内

容を行うわけではありません。また、『相当程度の技能・高度の肉体的条件を

有し、重労働を伴う主体的業務を行う』人は、『特殊作業員』にあたりますが、

『普通の技能・肉体的条件を有し、補助的業務を行う人』は『普通作業員』と

なります。（労務費調査の手引きＰ76及びＰ90参照） 

しかしながら、発注者の監督員は、軽機械を運転・資格を保有している、重

労働を伴った作業をしているとして特殊作業員だと思われる場合があります。 

労務費調査票には、特種作業員と一般作業員のどちらに該当するか注意が

必要です。 

 

 

事例② 特殊運転手と一般運転手のちがい 

 

 

 
 

 
 

 

ポイント 

建設機械（バックホー、ブルドーザー、タイヤシャベル等）に乗る場合は、

必ず車両系建設機械の各種資格が必要ですが、ベテラン（上記 14の文中：相

当程度の技能を有し）から初任者までいるため、運転している全員が特殊運転

手には該当しません。 

しかしながら、発注者の監督員は、建設機械を運転している人は特殊運転手

だと思われる場合があります。 

 労務費調査票には、特種運転手と一般運転手のどちらに該当するか注意が

必要です。 

出典：公共事業労務費

調査の手引きＰ80 
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参考 特殊運転手と一般運転手と特殊作業員のちがい 
労務費調査の手引きＰ88～P89を抜粋しております。なお、取得すべき資格

については P92～P97の『職種別資格及び検定表』をご参考ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：公共事業労務費

調査の手引きＰ88 
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出典：公共事業労務費

調査の手引きＰ89 
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参考資料 

・令和 6年 10月 公共事業労務費調査連絡協議会『公共事業労務費調査の手引き』 

・公共事業労務費調査ＦＡＱ 


